
13．13．13．13．ベッドベッドベッドベッド用用用用テーブルテーブルテーブルテーブル

　　門型タイプ　　　　　　片脚タイプ　　　　　　　トレイタイプ

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）設置・撤去

1 設 置 及 び 撤
去 が 簡 単 に
できるか

介護者が行うことを想定し、実際に設
置や撤去が、簡単にできるか確認す
る。

※トレイタイプでは、裏表や上端下端
の理解のしやすさ、テーブルは幅が伸
び縮み等するタイプのものは、そのし
やすさまで確認する。
※設置及び撤去の方法は、取説に記載
されている手順による。
※利用する際に、組み立て以外で必要
な作業が想定される場合は、その作業
を特記事項に記載し、評価対象とす
る。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：作業はできるが、簡単
ではない。
Ｃ：作業できない。

簡単とは、｢使用
する際の設置や片
付ける際の撤去が
手間取らず容易に
できること｣を示
す。

2 移 動 （ 持 ち
運 び ） が 簡
単 に で き る
か

介護者が行うことを想定し、持ち運び
が簡単にできるか確認する。

※移動とは、方向転換・前後左右への
移動をさす。
※テーブル面には何も載っていない状
態で評価する。
※キャスタが付いているものについて
は、その操作性を確認する。
※居室内の移動(持ち運び)を想定し、
床面は畳またはフローリングとする。
また移動距離は３～４メートルとす
る。段差はないものとする。
なお評価時の床面を特記事項に記述し
ておくこと。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：移動はできるが、簡単
ではない。
Ｃ：移動できない。

簡単とは、｢把手
等 が あ る な ど 移
動、持ち運びが容
易にできること｣
を示す。

3 利 用 者 本 人
に よ る 移 動
が 簡 単 に で
きるか

利用者本人が、ベッド上で背上げした
姿勢で、テーブルを前後又は左右に移
動することが簡単にできるかを評価す
る。

※門型タイプとトレイタイプでは前後
の動き、片脚タイプでは前後及び左右
の動きを確認する。
※テーブル面には何も載っていない状
態で評価する。
※キャスタのブレーキがあるものにつ
いては、ロックはされていないものと
する。
※床面は畳またはフローリングとす
る。
※ベッド上での姿勢変換や離床に伴う
数十センチの移動を想定する。
※取扱説明書等で、本人による移動を
禁止しているものについては、評価対
象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：移動はできるが、簡単
ではない。
Ｃ：移動できない。

評価項目



確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（２）高さ調整

1 操 作 が 簡 単
にできるか

介護者が行うことを想定し、テーブル
面の高さ調整操作が簡単にできるか、
実際に操作して確認する。

※高さ調整方法は、取説に記載されて
いる手順による。
※高さ調整は、ひとりで行うものとす
る。（取説にひとりで行わない旨の注
意書きがあるものについては、取説に
従うこと）
※高さ調整機能がないものは、評価対
象外とする。
※高さ調節をする際に利用する取っ手
等のあるものについては、その握りや
すさも確認する。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単
ではない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢高さ
調節が手間取らず
容易にできるこ
と｣を示す。

2 使 用 中 に 高
さ が 変 わ っ
て し ま う こ
と が な い か
（ 高 さ 調 整
機 能 の 固 定
性 を 評 価 す
る項目）

想定される荷重（５kg程度）をテー
ブル面に置いた際に、荷重で下がって
しまう、または触れる程度の小さな力
を加えるだけで、ガススプリング等の
力で容易に上昇してしまうようなこと
がないか、高さ昇降の固定力を評価す
る。

※荷重位置は、門型、トレイタイプは
テーブルの中央、片脚タイプは支持部
から最も遠い端とする。

Ａ：固定性が十分に保たれ
ている。
Ｂ：固定性は保たれている
が、扱い方によると動いて
しまうことがありうる。
Ｃ：固定性が不十分であ
る 。

５㎏は吸引器の重
さを想定した。

（３）使用時の設置状況

1 使 用 時 に 安
定 し て い る
か

前後・左右・上下のガタつき、たわ
み、歪みなどを評価する。

※想定される荷重（食事や吸引器など
５kg程度）をかけたうえで評価する
こと。
※食事の想定では、前腕部がテーブル
に載せられている姿勢を想定する。
※荷重のかけ方によってガタつき等は
変わると想定されるので、使用状況に
よって評価が変わる場合は、特記事項
として記入する。

Ａ：十分な安定性がある。
Ｂ：多少のガタつきはある
が安定性は許容できる。
Ｃ：ガタつきがあり、実用
上問題がある。

十 分 な 安 定 性 と
は、コップの水が
こぼれない程度を
目安とする。利用
者に不快感をもた
らす極めてつよい
ガタがある場合、
C評価

2 用 具 に 横 ズ
レ が 生 じ な
い か 使 い や
す さ を 確 認
する

使用場面において用具全体が、水平方
向（前後や左右）に動いてしまう（ズ
レる）ことがないか。キャスター等の
固定性やトレイタイプにおいては柵と
の摩擦等を評価する。

※想定される荷重（食事や吸引器など
５kg程度）をかけたうえで評価する
こと。
※食事動作を想定して評価する。

Ａ：動いてしまうことはな
い。
Ｂ：動いてしまうことがあ
るが使用場面では許容でき
る。
Ｃ：大きく動いてしまい実
用上問題がある。

（４）テーブルとしての機能

1 テ ー ブ ル と
し て の サ イ
ズ （ 奥 行 き
と 幅 ） は 適
切か

テーブルとしての面積は適切か。想定
される用途（食事の際のトレー、雑誌
等）で、適切なサイズを確保している
かを確認する。

※トレーの大きさはA3判程度とす
る。

Ａ：適切な大きさであり問
題はない。
Ｂ：多少大き目、やや小さ
めと感じるが、許容でき
る。
Ｃ：サイズが不適切で、実
用上の問題がある。

評価項目



2 テ ー ブ ル と
し て 、 表 面
の 滑 り に く
さ （ 置 い た
も の の 落 下
防 止 ） は 適
切か

テーブルとしての滑りにくさや置いた
ものの落下しにくさは適切か。想定さ
れる用途（食事の際のトレー、雑誌
等）で、適切な機能を確保しているか
を確認する。

※食事の際に食器が容易に動いてしま
うなど、実際の使用場面を想定して評
価する。
※端部の形状で落下を防止する仕様の
ものについては、滑りにくさとともに
その形状が適切であるかを確認する。

Ａ：滑り具合や落下防止の
形状が適切であり問題はな
い。
Ｂ：やや滑りやすい、置い
たものが落下しやすいと感
じるが、許容できる。
Ｃ：滑りやすさや形状が不
適切で、実用上の問題があ
る。



２．安全性

確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 設 置 及 び 撤
去 時 に 介 護
者 の 身 体 を
傷 つ け な い
デ ザ イ ン に
な っ て い る
か

介護者が行うことを想定し、実際に設
置したり、撤去したりして、介護者の
身体を傷つける危険性がないか確認す
る。
テーブル幅が伸び縮み等するタイプの
ものは、その操作を実際に行い危険性
が な い か 確 認 す る 。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い 。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

※軽傷事故（病院
受診が必要な程度
の事故）

2 移 動 （ 持 ち
運 び ） の 時
に 、 介 護 者
の 身 体 を 傷
つ け な い デ
ザ イ ン に
な っ て い る
か

介護者が行うことを想定し、実際に移
動（持ち運び）を行って、介護者の身
体を傷つける危険性がないか確認す
る。

※キャスタが付いているものについて
は、その操作の際の危険性を確認す
る。
※居室内の移動(持ち運び)を想定し、
床面は畳またはフローリングとする。
また移動距離は３～４メートルとす
る。段差はないものとする。
なお評価時の床面を特記事項に記述し
ておくこと。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い 。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

3 高 さ 調 整 時
に 介 護 者 の
身 体 を 傷 つ
け な い デ ザ
イ ン に な っ
ているか

原則として介護者が行うことを想定
し、実際に高さ調整操作を行い、傷つ
ける危険性がないか確認する。

※原則として取説に沿った方法で、調
整を行うこととするが、誤った操作方
法が想定される場合は、その方法に
よって生じる危険を評価する。
※高さ調整等機能がないものは、評価
対 象 外 と す る 。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い 。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

4 利 用 者 本 人
に よ る 移 動
や 高 さ 調 整
の 際 に 、 本
人 の 身 体 を
傷 つ け な い
デ ザ イ ン に
な っ て い る
か

利用者本人が、ベッド上で背上げした
姿勢で、テーブルを前後又は左右に移
動することが安全にできるか確認す
る。

※門型タイプとトレイタイプでは前後
の動き、片脚タイプでは前後及び左右
の動きを確認する。
※ベッド上での姿勢変換や離床に伴う
数十センチの移動を想定する。
※ベッド上に臥床した状態の利用者が
レバー等に手を伸ばして高さ調整の操
作ができるものについては、その操作
時の安全性についても評価する。
※テーブル面には何も載っていない状
態で評価する。
※キャスタのブレーキがあるものにつ
いては、ロックはされていないものと
する。
※取扱説明書等で、本人による移動や
高さ調整を禁止しているものについて
は、評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い 。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

5 利 用 者 の 身
体 に 触 れ る
部 分 は 、 利
用 者 の 身 体
を 傷 つ け な
い デ ザ イ ン
に な っ て い
るか

利用者が食事等テーブルを利用してい
る場面および介護者がベッド上でテー
ブルの設置や撤去、移動、高さ調整を
する場面において、テーブルの一部が
利用者の身体に触れ、傷つける危険性
がないか確認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い 。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

評価項目



確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項評価項目



（２）挟み込み

1 ベ ッ ド の 高
さ 調 整 を 行
う 際 に ベ ッ
ド や マ ッ ト
レ ス と テ ー
ブ ル と の 間
で 身 体 の 挟
み 込 み に よ
る 怪 我 の 危
険 性 は な い
か

ベッドの高さを調整する際、誤って身
体またはその一部を挟み、怪我をする
可能性がないか確認する。

※ベッド上昇下降の際にテーブル下面
とベッドのフレーム等またはマットレ
スの間に身体またはその一部を挟むこ
とがないか。
※想定される荷重（５㎏程度）をかけ
たうえで評価すること。
※片脚タイプでは、安全機構が備わる
ものであっても、ベッド上昇で身体と
干渉し倒れかかるなどの状況におい
て、安全機構が機能せず大きな力がか
かる可能性があるので、評価者の安全
を確保した上で実際に行うなどして十
分確認する。

Ａ：挟むことはあるが、安
全機構等で自重以上の荷重
がかからない構造になって
いる。
Ｂ：挟むことはあるが、身
体を傷つける危険性は低
い。
Ｃ：挟むことが頻繁に発生
し、かつ傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

2 ベ ッ ド の 背
上 げ や 膝 上
げ 調 整 を 行
う 際 に 身 体
の 挟 み 込 み
に よ る 怪 我
の 危 険 性 は
ないか

ベッドの背上げを調整する際、誤って
身体またはその一部を挟み、怪我をす
る可能性がないかを評価する。

※ベッド背上げの際にテーブル下面な
どとマットレスの間に身体またはその
一部を挟むことがないか。
※片脚タイプでは、安全機構が備わる
ものであっても、背上げで身体と干渉
し倒れかかるなどの状況において、安
全機構が機能せず大きな力がかかる可
能性があるので、評価者の安全を確保
した上で実際に行うなどして十分確認
する。

Ａ：挟むことはあるが、安
全機構等で自重以上の荷重
がかからない構造になって
いる。
Ｂ：挟むことはあるが、身
体を傷つける危険性は低
い。
Ｃ：挟むことが頻繁に発生
し、かつ傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価



３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取 扱 説 明 書
は 容 易 に 理
解できるか

①介護者・利用者に必要な項目を網羅
しているか（特に安全に関する情報及
び適合するベッドの情報）
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりやすいか
④視認性が高く、文字サイズは適当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表
現について、改善の必要性
がある場合は、「指摘事
項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危
害が及ぶような重大な情報
で、かつ、その内容に誤り
のあるもの、あるいは理解
することが極めて困難な場
合には、「重大な指摘事
項」として記載すること。

（２）表示

1 表 示 は 容 易
に 理 解 で き
るか

①わかりやすい場所にあるか
②介護者・利用者に必要な事項が記載
されているか
③視認性が高く、文字サイズは適当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「製品に対する表示」の内
容・表現について、改善の
必要性がある場合は、「指
摘事項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危
害が及ぶような重大な情報
で、かつ、その内容に誤り
のあるもの、あるいは理解
することが極めて困難な場
合には、「重大な指摘事
項」として記載すること。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保 守 が 容 易
にできるか

取扱説明書に記載された保守項目を、
利用者や介護者が保守を容易に行うこ
とができるか、問題となる箇所がない
か等を、実際に操作を行って確認す
る。

※取扱説明書に保守に関する記載がな
い場合、必要な保守内容を想定して確
認する。また取扱説明書に記載がない
ことを、取扱説明書の項目で指摘す
る 。

Ａ：容易に行うことができ
る。
Ｂ：保守を行うことはでき
るが容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができ
ない。

保守とは、継続的
に安全な状態で安
心して使用できる
状態にするための
作業を示す。

（２）保清性

1 保 清 が 容 易
にできるか

取扱説明書に記載された保清項目を、
利用者や介護者が保清の際に容易に行
うことができるか、問題となる箇所が
ないか等を、実際に操作を行って確認
する。

※取扱説明書に保清に関する記載がな
い場合、必要な保清内容を想定して確
認する。また取扱説明書に記載がない
ことを、取扱説明書の項目で指摘す
る 。

Ａ：容易に行うことができ
る。
Ｂ：保清を行うことはでき
るが容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができ
ない。

評価項目

評価項目 特記事項


